
住みやすい
生活環境

移住や空き家の利活用を支援します！
　都市部で人口の一極集中が発生する一方で、地方では急速な人口減少や少子高齢化が進行しており、地域
コミュニティの維持・活性化などが課題となっています。

「恵まれた自然や生活環境の中で、自分らしく暮らしていきたい」
　あわら市が、夢や希望を持ってワクワク・ドキドキ・キラキラと笑顔で元気に暮らせる魅力あるまちであ
ることを全国に発信するとともに、移住支援策を拡充することにより、本市への移住を促進していきます。
　また、市内の空き家の利活用を促進し、移住や定住の拡大につなげていきます。

全国に発信するあわら市の魅力やセールスポイント

恵まれた
自然環境や温泉

充実した
子育て支援

アクセスのいい
立地や交通網

多種多様な仕事

盛んな地域交流

セールスポイントを生かした移住関連の戦略・施策
戦略１　情報発信の強化

　「住みたい」「住み続けたい」と感じ
られるあわら市の魅力やセールスポイ
ントを効果的に発信し、移住者の呼び
込みや定住者の増加につなげる。

① 移住希望者の多くが登録するサイト「SMOUT ※」の活用
② 各集落の魅力や地域資源等の情報発信
③ 企業ガイドブック「BRIDGE」を活用した企業紹介
④ 移住定住フェアへの出展

戦略２　移住者支援の充実
　移住者に対する各種支援を実施し、本
市を移住先として選択する際の動機付
けを図る。

① （市）「移住促進支援金」の創設
② （国）「移住就職等支援金（東京圏移住者支援）」の活用
③ 移住希望者に対する移住体験ツアーの実施
④ 移住者相互に交流できる集いの場を創設

戦略３　空き家の利活用
　空き家を移住者の住居にするなど、利
活用を促進し、空き家対策と連動した
施策を展開する。

① 利活用できる空き家の空き家情報バンク登録を促進
② 空き家取得支援、リフォーム支援の拡充
③ 移住希望者、福井県立大学、企業への空き家情報提供
④ 「移住体験ハウス」などに活用できる空き家の発掘 

戦略４　関係機関との連携強化
　総合的に人口減少対策を図るため、関
係機関と連携して問題解決を図る体制
を整える。

① ふるさと回帰センター、県などの関係機関との連携
② 移住関連事業者などとの連携
③ 関係集落との連携
④ 就業、子育て、教育といった庁内部署との連携

※全国の自治体が移住施策に活用している移住希望者１万人（平均年齢 34.3 歳）が登録する WEB サイト

移住を支援！ 県外から移住し、定住する意思がある若者世帯と子育て世帯を支援することで、
移住を促進します。

移住促進支援金
　令和２年４月１日以降に、県外から市内に移住した２人以上の世帯に対し、移住に関する費用を支援します。

対象者 世帯構成 支援額

若者世帯 本市で同一の世帯に属する移住者全員が、移住日の時点で 45
歳未満の世帯（子育て世帯を除く） 15 万円／世帯

子育て世帯 移住日の時点で、18 歳以下の子どもがいる世帯（一部例外あり） 20 万円／世帯
※ 支援を受けるためには、移住日から１年以内に申請する必要があります。
※ 移住前の３年以上県外に住民票があり、移住した日から５年以上市内に定住する意思があることが条件です。

空き家の利活用を支援！ 「空き家情報バンク※」への空き家の登録数や登録物件の成約数を増やすことで、
空き家の利活用を図り、あわら市への定住を促進します。

空き家情報バンク登録奨励金
　「空き家情報バンク」に空き家を登録した場合に奨励金を交付します。

対象者 支援額
バンク登録物件を所有する人（個人、非営利組織などに限る） 登録物件１件につき３万円

※ 支援を受けるためには、バンク登録から３カ月以内に申請する必要があります。
※ 継続して２年以上バンクに登録することが条件です。

※ 空き家を登録して、賃貸・売買物件として全国へ情報発信できる制度

空き家家財処分支援補助金
　「空き家情報バンク」へ登録または登録予定の空き家内の家財道具の処分などに必要な費用を支援します。

対象者 補助対象経費 補助額
バンク登録物件または登録予定物件を
所有する人

（個人、非営利組織などに限る）

・家財道具の処分費　　　　　　
・特定家庭用機器廃棄物の処分費
・建物内外のクリーニング費など

補助率　補助対象経費の 2/3 以内
補助額　上限 10 万円

※ 支援を受けるためには、事業着手（契約）前に申請し、令和２年 12 月末までに事業が完了する必要があります。
※ 継続して２年以上バンクに登録することが条件です。

空き家取得等支援補助金
　「空き家情報バンク」に登録された空き家を住居として購入・リフォームする場合に必要な費用を支援します。

対象者 補助対象経費 補助額

バンク登録物件を購入する人
住宅部分の購入費用

※ 土地部分の購入費用や名義変更に
要する費用は対象外　　　　　

補助率　補助対象経費の 1/3 以内
補助額　上限 100 万円

① 空き家取得支援

対象者 補助対象経費 補助額
・バンク登録物件を購入する人
・バンク登録物件を賃借する人
・バンク登録物件を所有する人で、

賃貸する人

空き家のリフォーム費用
※ 対象外となる工事もあります。

補助率　補助対象経費の 1/3 以内
補助額　上限 100 万円

② 空き家リフォーム支援

※ ①②とも事業着手（契約）前に申請し、令和２年 12 月末までに事業が完了する必要があります。
※ 登録物件を購入する人は、①②の支援を併用できます。
※ ①②ともバンク登録物件を居住用として購入、賃借、賃貸する必要があります。

あわら市の人口の現状って？
　平成 26 年度～平成 30 年度の５年間で、１年間に平均 270.8 人が減少しています。

平均 69.6 人 / 年の社会減（転入者平均 755.8 人 / 年 － 転出者平均 825.4 人 / 年）
平均 201.2 人 / 年の自然減（出生者平均 172.8 人 / 年 － 死亡者平均 374.0 人 / 年）

あわら市の空き家の現状って？
　令和元年度末で、市内には約 600 件の空き家が存在し、そのうちの約 80％が利活用が可能な状態です。

　支援を受けたい場合は、事前にお問い合わせください。
問合せ　市民協働課　移住空き家対策 G　☎ 73-8003　　　ijyu@city.awara.lg.jp

赤字は新規事業
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